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(57)【要約】
【課題】ルミネセンス変換層が被覆された領域の改良さ
れた色の印象により際立つ、ルミネセンス変換層を有す
る改良されたオプトエレクトロニクス素子を提供する。
【解決手段】オプトエレクトクス素子の運転中に電磁線
（８）を放出する活性層（２）、および電磁線（８）の
放出方向（９）で活性層（２）の後方に続くルミネセン
ス変換層（５）を有するオプトエレクトロニクス素子に
おいて、前記放出方向（９）でルミネセンス変換層（５
）の後方に光を散乱する半透明の層（６）が続くことを
特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オプトエレクトクス素子の運転中に電磁線（８）を放出する活性層（２）、および電磁
線（８）の放出方向（９）で活性層（２）の後方に続くルミネセンス変換層（５）を有す
るオプトエレクトロニクス素子において、前記放出方向（９）でルミネセンス変換層（５
）の後方に光を散乱する半透明の層（６）が続くことを特徴とするオプトエレクトロニク
ス素子。
【請求項２】
　光を散乱する半透明の層（６）がオプトエレクトロニクス素子のスイッチを切った状態
で白く見える請求項１記載のオプトエレクトロニクス素子。
【請求項３】
　光を散乱する半透明の層（６）が光を散乱する粒子（１０）を有する請求項１または２
記載のオプトエレクトロニクス素子。
【請求項４】
　光を散乱する粒子（１０）がＡｌ２Ｏ３またはＴｉＯ２を含有する請求項３記載のオプ
トエレクトロニクス素子。
【請求項５】
　光を散乱する粒子（１０）が５０ｎｍ以上ないし１０００ｎｍ以上の半径を有する請求
項３または４記載のオプトエレクトロニクス素子。
【請求項６】
　光を散乱する粒子（１０）がガラスまたはプラスチックからなる球または中空の球であ
る請求項３記載のオプトエレクトロニクス素子。
【請求項７】
　活性層（２）からそれた表面上の光を散乱する半透明の層（６）が光を散乱する表面構
造体（１４）を有する請求項１から６までのいずれか１項記載のオプトエレクトロニクス
素子。
【請求項８】
　光を散乱する表面構造体（１４）がエッチングまたはサンドブラストを使用して製造さ
れている請求項７記載のオプトエレクトロニクス素子。
【請求項９】
　光を散乱する半透明の層（６）がガラス層である請求項１から８までのいずれか１項記
載のオプトエレクトロニクス素子。
【請求項１０】
　ガラス層が接着されている請求項９記載のオプトエレクトロニクス素子。
【請求項１１】
　ガラス層がＰＶＤ法を使用して被覆されている請求項９記載のオプトエレクトロニクス
素子。
【請求項１２】
　光を散乱する半透明の層（６）がプラスチック層である請求項１から８までのいずれか
１項記載のオプトエレクトロニクス素子。
【請求項１３】
　プラスチック層が押出法を使用して製造されている請求項１２記載のオプトエレクトロ
ニクス素子。
【請求項１４】
　プラスチック層が貼り合わせまたは接着されている請求項１２または１３記載のオプト
エレクトロニクス素子。
【請求項１５】
　光を散乱する半透明の層（６）の層厚が５００μｍ以下である請求項１から１４までの
いずれか１項記載のオプトエレクトロニクス素子。
【請求項１６】
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　光を散乱する半透明の層（６）が活性層（２）およびルミネセンス変換層（５）を包囲
する連続層に含まれている請求項１から１５までのいずれか１項記載のオプトエレクトロ
ニクス素子。
【請求項１７】
　光を散乱する半透明の層（６）がルミネセンス変換層（５）に被覆されている請求項１
から１６までのいずれか１項記載のオプトエレクトロニクス素子。
【請求項１８】
　被覆層（７）が光を散乱する半透明の層（６）上に被覆されている請求項１から１７ま
でのいずれか１項記載のオプトエレクトロニクス素子。
【請求項１９】
　活性層（２）がオプトエレクトロニクス素子の運転中に青い放射線または紫外線を放出
し、この放射線がルミネセンス変換層（６）により白い光に変換される請求項１から１８
までのいずれか１項記載のオプトエレクトロニクス素子。
【請求項２０】
　活性層（２）が有機発光材料を有する請求項１から１９までのいずれか１項記載のオプ
トエレクトロニクス素子。
【請求項２１】
　活性層（２）が窒化物化合物半導体材料を有する請求項１から１９までのいずれか１項
記載のオプトエレクトロニクス素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オプトエレクトクス素子の運転中に電磁線（８）を放出する活性層（２）、
および電磁線（８）の放出方向（９）で活性層（２）の後方に続くルミネセンス変換層（
５）を有するオプトエレクトロニクス素子に関する。
【０００２】
　この出願は２００６年１０月０４６２９６号および２００６年１０月０５１７４６号の
ドイツ特許出願の優先権を主張し、その開示内容は本発明に含まれる。
【背景技術】
【０００３】
　放射線を放出するオプトエレクトロニクス素子は公知であり（特許文献１参照）、その
際オプトエレクトロニクス素子の活性層から放出する放射線の少なくとも一部を、ルミネ
センス変換層を使用して大きな波長に変換する。この方法で例えば青い光または紫外線を
放出する、放射線を放出する活性帯域を使用して、混合色または白い光を製造できる。そ
の際ルミネセンス変換層を使用して、一般に青い光または紫外線を、長い波長の光、特に
黄色のような補色の光に変換し、活性帯域から放出される青い光または紫外線を補色に変
換される割合で白い光に重ねる。
【０００４】
　ルミネセンス変換を用いる白色光製造のこの方法においてしばしばオプトエレクトロニ
クス素子の光学的印象がスイッチを切った状態で十分でない。これはルミネセンス変換層
が明るい環境でオプトエレクトロニクス素子のスイッチを切った状態で黄色い光を放出す
るために励起され、黄色い光を運転状態と異なり放出される青い光と白い光に重ねられな
いことにもとづく。従ってオプトエレクトロニクス素子の表面はスイッチを切った状態で
ルミネセンス変換層を有する領域に、ルミネセンス変換により生じる長い波長の色、例え
ば黄色を有し、この色を観察者がしばしば美しくないと感じる。これは特に例えば有機発
光ダイオード（ＯＬＥＤｓ）をベースとする比較的大きい面積の照明装置の場合であるが
、１個以上の放射線を放出する半導体チップを有するＬＥＤまたはＬＥＤ装置にも該当す
る。
【特許文献１】ＷＯ９７／５０１３２号
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の課題は、スイッチを切った状態でルミネセンス変換層が被覆された領域の改良
された色の印象により際立つ、ルミネセンス変換層を有する改良されたオプトエレクトロ
ニクス素子を提供することである。有利にルミネセンス変換層が被覆されたオプトエレク
トロニクス素子の領域の表面はスイッチを切った状態で白く見えるべきである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題は、オプトエレクトクス素子の運転中に電磁線（８）を放出する活性層（２）
、および電磁線（８）の放出方向（９）で活性層（２）の後方に続くルミネセンス変換層
（５）を有するオプトエレクトロニクス素子において、前記放出方向（９）でルミネセン
ス変換層（５）の後方に光を散乱する半透明の層（６）が続くことを特徴とするオプトエ
レクトロニクス素子により解決される。
【０００７】
　オプトエレクトロニクス素子の運転中に電磁線が放出する活性層、および電磁線の放出
方向で活性層に続くルミネセンス変換層を有する本発明のオプトエレクトロニクス素子に
おいて、前記放出方向でルミネセンス変換層の後方に光を散乱する半透明の層が続く。
【０００８】
　光を散乱する半透明の層はオプトエレクトロニクス素子の活性層から放出され、ルミネ
センス変換層により少なくとも部分的に変換される放射線を透過し、オプトエレクトロニ
クス素子の運転状態で有利に光を散乱する半透明の層から白い光を放出できる。
【０００９】
　オプトエレクトロニクス素子のスイッチを切った状態で、光を散乱する半透明の層の表
面に発生する周囲の光は、観察者の視点から光を散乱する半透明の層の後方に配置される
ルミネセンス変換層および／またはオプトエレクトロニクス素子の他の素子、例えば接触
層または活性層の表面がおそらくなお拡散するかまたは知覚できないように有利に散乱す
る。
【００１０】
　有利に光を散乱する半透明の層は、オプトエレクトロニクス素子のスイッチを切った状
態で放出方向に対して反対に伸びる方向からオプロエレクトロニクス素子を観察する際に
、すなわち活性層が放射線を放出しない場合は、白く見える。
【００１１】
　光を散乱する作用を達成するために、半透明の層は有利な実施態様において光を散乱す
る粒子を有する。光を散乱する粒子として、有利に５０ｎｍ以上ないし１０００ｎｍ以上
の半径を有するＴｉＯ２またはＡｌ２Ｏ３からなる粒子が特に適している。選択的にガラ
スまたはプラスチックからなる球状または中空球状粒子も適している。
【００１２】
　他の実施態様において、半透明の層は活性層からそれた表面に光を散乱する表面構造体
を有する。光を散乱する表面構造体は有利に半透明の層の表面のエッチングまたはサンド
ブラストにより製造する。
【００１３】
　有利な実施態様において、半透明の層はガラス層である。ガラス層は例えばルミネセン
ス変換層に接着されていてもよい。その際接着剤は吸収損失を最小にするために、有利に
放出される放射線に対する高い透明度を有する。更に界面での反射損失を最小にするため
に、接着剤の屈折率が光を散乱する半透明の層および／またはルミネセンス変換層の屈折
率に適合している場合が有利である。
【００１４】
　選択的にガラス層はＰＶＤ法を使用して被覆できる。特にガラス層はＰＩＡＤ（プラズ
マイオン補助堆積）法を使用して被覆できるが、それはこの方法において被覆される基板
の温度がかなり低く、これにより特に熱に敏感な層、特にルミネセンス変換層上のガラス
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層の堆積が可能であるためである。
【００１５】
　他の有利な実施態様において、光を散乱する半透明の層はプラスチック層である。プラ
スチック層は特に貼り合わせまたは接着により被覆できる。選択的にプラスチック層は例
えばスピンコーティングにより製造できる。この方法で比較的少ない製造費用で、特に大
きい面積の照明装置の、比較的大きな放射線を放出する平面が、光を散乱する半透明の層
を備えることができる。
【００１６】
　プラスチック層は有利に例えば貼り合わせまたは接着の前に押出し機により製造する。
その際押出し機の排出装置により表面構造体を製造する場合が有利である。
【００１７】
　光を散乱する半透明の層の厚さは一方で十分な光を散乱する作用を有し、他方で層中の
吸収損失が少なくなるように、有利に選択する。有利に半透明の層の層厚は５００μｍ以
下である。
【００１８】
　有利な実施態様において、光を散乱する半透明の層は活性層およびルミネセンス変換層
を有する連続層に含有される。この場合にオプトエレクトロニクス素子から放出され、ル
ミネセンス変換層により少なくとも部分的に変換される放射線が、光を散乱する半透明の
層に浸入する前に空気層を通過せず、これにより反射損失が減少する。
【００１９】
　本発明の特に有利な実施態様において、光を散乱する半透明の層は直接ルミネセンス変
換層上に被覆される。
【００２０】
　他の有利な構成において、光を散乱する半透明の層に被覆層を被覆する。被覆層は特に
機械的な損傷および／または汚染または水分のような環境の影響に対して光を散乱する半
透明の層を保護する保護層として機能する。
【００２１】
　被覆層の被覆は特に光を散乱する半透明の層が光を散乱する表面構造体を有する場合に
有利である。この場合に光を散乱する半透明の層の表面構造体は有利に被覆層により平坦
化され、オプトエレクトロニクス素子が平坦な表面を有し、構造体が保護される。被覆層
は有利に光を散乱する半透明の層の屈折率に等しいかまたは小さい、かなり低い屈折率を
有する。この方法で被覆層は反射を減少する層として作用する。被覆層は例えばＰＣＳを
含有し、ｎ＝１．１の屈折率を有することができる。
【００２２】
　オプトエレクトロニクス素子の活性層は有利に青または紫外線のスペクトル領域で発光
するエレクトロルミネセンス材料を有する。
【００２３】
　特に活性層は有利に青いスペクトル領域で発光する有機発光材料を有することができる
。有機発光材料は特に大きい面積の照明装置の製造に適している。
【００２４】
　選択的にオプトエレクトロニクス素子の活性帯域は窒化物化合物半導体材料、特にＩｎ

ｘＡｌｙＧａ１－ｘ－ｙＮ（０≦ｘ≦１、０≦ｙ≦１およびｘ＋ｙ≦１）を有することが
できる。オプトエレクトロニクス素子は例えば１個以上の放射線を放出する半導体チップ
を有するＬＥＤまたはＬＥＤ装置であり、その際半導体チップは青い光または紫外線を放
出し、この光がルミネセンス変換層により白い光に変換される。
【００２５】
　ルミネセンス変換層は有利にルミネセンス変換物質を有し、前記物質は透明なマトリッ
クスに埋め込まれ、マトリックスは例えばポリカーボネート、シリコーン、エポキシドま
たはＰＭＭＭＡを有する。
【００２６】
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　例えばＹＡＧ：Ｃｅ粉末のような適当なルミネセンス変換物質は例えばＷＯ９８／１２
７５７号に記載され、その内容は本発明に関係する。
【００２７】
　本発明を以下に図１～３に示された実施例により説明する。
図１は運転状態の本発明の第１実施例によるオプトエレクトロニクス素子の横断面図を示
し、
図２はスイッチを切った状態の本発明の第１実施例によるオプトエレクトロニクス素子の
横断面図を示し、
図３はスイッチを切った状態の本発明の第２実施例によるオプトエレクトロニクス素子の
横断面図を示す。
【００２８】
　同じ素子または同じ作用の素子は図面で同じ参照符号で示される。図面は縮尺どおりで
なく、むしろ個々の素子は明らかにするために大きく示されている。
【００２９】
　図１にスイッチを入れた状態でおよび図２にスイッチを切った状態で示されるオプトエ
レクトロニクス素子は活性層２を有し、活性層はオプトエレクトロニクス素子のスイッチ
を入れた状態で電磁線８を放出する。有利に活性層２は有機発光層であり、特に青い光を
放出する。
【００３０】
　選択的に活性層２は有利に青および／または紫外線スペクトル領域で発光する無機半導
体材料を有してもよい。
【００３１】
　特に活性層２は窒化物化合物半導体材料、例えば
ＩｎｘＡｌｙＧａ１－ｘ－ｙＮ（０≦ｘ≦１、０≦ｙ≦１およびｘ＋ｙ≦１）を有するこ
とができる。
【００３２】
　活性層２は例えば連続層１１で他の層１，３により包囲され、前記層は特に活性層２の
電気的接触にまたは活性層２を成長する成長基板として用いる。放射線を放出するオプト
エレクトロニクス素子、特に発光ダイオードのための連続層１１は当業者に知られており
、ここで更に詳しく説明しない。
【００３３】
　活性層２の後方にオプトエレクトロニクス素子の放出方向９でルミネセンス変換層５が
配置される。活性層２を有する連続層１１とルミネセンス変換層５の間に、例えば他の層
４が含有され、この層は特に連続層１１を環境の影響に対して保護する封入層であっても
よい。更に層４は不活性層であってもよく、不活性層により、例えば活性層２の接触に使
用する電気的接触を電気的に絶縁性に被覆する。
【００３４】
　選択的にルミネセンス変換層５を、活性層２を有する連続層１１に直接被覆することも
可能である。
【００３５】
　ルミネセンス変換層５を使用して活性層２から放出される放射線の少なくとも一部を長
い波長に変換する。その際白色光を製造するために、特に活性層２から放出される紫外線
または青い放射線を長い波長、特に補色、例えば黄色を有する放射線に変換することがで
きる。このために適したルミネセンス変換物質は例えば刊行物ＷＯ９７／５０１３２号か
ら公知であり、その開示内容は本発明に属する。特にセリウムドープグラネート、例えば
ＹＡＧ：Ｃｅが適している。更に適したルミネセンス変換材料は窒化物蛍光物質またはイ
オン性蛍光物質、例えばＳｒＧａ２Ｓ４：Ｅｕ２

＋またはＳｒＳ：Ｅｕ２
＋である。蛍光

染料、量子点または共役ポリマーがルミネセンス変換材料として適している。
【００３６】
　ルミネセンス変換層５のルミネセンス変換材料は有利に透明なマトリックス、例えばポ
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リカーボネート、シリコーン、エポキシドまたはＰＭＭＡに埋め込まれている。
【００３７】
　放出方向９でルミネセンス変換層５の後方に光を散乱する半透明の層６が続く。光を散
乱する半透明の層６は有利に活性層２から放出され、ルミネセンス変換層５により少なく
とも部分的に変換された放射線８を少なくとも部分的に透過する。
【００３８】
　光を散乱する半透明の層６にはこの実施例において光を散乱する粒子１０が含まれ、こ
の粒子は図２に示されるように、外部からオプトエレクトロニクス素子に衝突する周囲の
光１３を散乱するために用いる。この種の散乱粒子は例えばくもりガラス（すりガラス）
を製造するために知られている。有利に５０ｎｍ以上ないし１０００ｎｍ以上の半径を有
するＴｉＯ２またはＡｌ２Ｏ３からなる粒子が適している。選択的にガラスまたはプラス
チックからなる球状または中空球状粒子が適している。
【００３９】
　光の散乱にもかかわらず、光を散乱する半透明の層６は活性層２から放出される放射線
８を少なくとも部分的に透過する。他方で放出方向と反対の方向からオプトエレクトロニ
クス素子を観察する観察者は光を散乱する半透明の層６での光の散乱にもとづきその下に
ある素子、特にルミネセンス変換層５を知覚しないかまたは少なくとも拡散して知覚する
。
【００４０】
　光を散乱する半透明の層６の表面が白く見えるように、光を散乱する半透明の層６中の
光を散乱する粒子１０の分布、大きさおよび材料を選択することが有利である。この方法
でルミネセンス変換層５が図２に示されるオプトエレクトロニクス素子のスイッチを切っ
た状態でルミネセンス変換物質の励起により外部から衝突する周囲の光１３により黄色い
色調を有することが特に回避される。
【００４１】
　光を散乱する半透明の層６は特に光を散乱する粒子１０が埋め込まれているプラスチッ
ク層であってもよい。プラスチック層の場合に光を散乱する半透明の層６は例えばフィル
ムとして押出機を使用して製造することができ、引き続き例えばルミネセンス変換層５に
貼り合わせ、または接着する。
【００４２】
　更に光を散乱する半透明の層６は光を散乱する粒子１０が埋め込まれているガラス層で
あってもよい。ガラス層は例えばルミネセンス変換層５に接着されていてもよい。
【００４３】
　ガラスまたはプラスチックからなる光を散乱する半透明の層６を接着するために接着剤
を使用する場合は、反射損失を避けるために、接着剤の屈折率を有利にガラスまたはプラ
スチックの屈折率に適合する。
【００４４】
　反射損失は更に活性層２、ルミネセンス変換層５および光を散乱する半透明の層６が共
通する連続層１２に含まれることにより回避される。有利に光を散乱する半透明の層６は
図面に示された実施例のように、ルミネセンス変換層５に直接被覆される。
【００４５】
　光を散乱する半透明の層６はＰＶＤ法によりルミネセンス変換層５に被覆することがで
きる。その際有利に被覆される基板、例えばルミネセンス変換層５の温度がかなり低いＰ
ＶＤ法を使用する。このために特にＰＩＡＤ（プラズマイオン補助堆積）法が適している
。
【００４６】
　光を散乱する半透明の層６の層厚は有利に５００μｍ以下である。これは活性層２が柔
軟な基板に被覆された有機発光層である場合が特に有利であり、その際オプトエレクトロ
ニクス素子の柔軟性は連続層１２に含まれる光を散乱する半透明の層６によりそのかなり
少ない厚さにより著しく減少しない。
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　光を散乱する半透明の層６上に有利に被覆層７を被覆する。被覆層７は有利に周囲の媒
体、特に空気の屈折率と光を散乱する半透明の層６の屈折率の間の値を有する屈折率を有
する。この方法で被覆層７が外部からオプトエレクトロニクス素子に衝突する周囲の光１
３の反射を減少する層として機能する。更に被覆層７は有利に光を散乱する半透明の層６
およびその下にある層を周囲の影響から保護するために用いる。
【００４８】
　図３に示される本発明によるオプトエレクトロニクス素子の第２の実施例は図１および
図２に示された実施例と光を散乱する半透明の層６の構成により異なる。この実施例にお
いて光を散乱する半透明の作用は光を散乱する粒子によってでなく、光を散乱する半透明
の層６の表面に形成される光を散乱する表面構造体１４によって達成される。
【００４９】
　例えば光を散乱する半透明の層６はガラス層であってもよく、ガラス層の表面は光を散
乱する表面構造体１４を製造するためにエッチング工程またはサンドブラストにより処理
される。
【００５０】
　選択的に光を散乱する半透明の層６はプラスチック層であってもよく、プラスチック層
の表面に光を散乱する表面構造体が製造される。例えば押出法によりプラスチック層を製
造することができ、その際プラスチック層は有利に押出の際にすでに構造化されている。
これは押出機上の排出装置が光を散乱する構造体１４を製造するように行うことができる
。
【００５１】
　光を散乱する半透明の層として作用する構造化されたガラス層またはプラスチック層は
、表面構造体を平坦にするために、被覆層７を備えることができる。オプトエレクトロニ
クス構造素子は有利に平坦な表面を有する。その際光を散乱する半透明の層６中に製造さ
れた表面構造体は被覆層７により有利に周囲の影響、例えば汚れまたは水分に対しておよ
び機械的損傷に対して保護される。
【００５２】
　その他は図３に示される本発明の第２の実施例は図１および図２に示される第１の実施
例に相当する。
【００５３】
　光を散乱する半透明の層６の構成の両方の実施例に示される変形は互いに組み合わせる
ことができる。光を散乱する半透明の層６は光を散乱する粒子１０および光を散乱する表
面構造体１４を有することができる。この方法で光の散乱が強化される。
【００５４】
　本発明は実施例による説明に限定されない。むしろ本発明はそれぞれの新しい特徴およ
びそれぞれの特徴の組合せを含み、これは特に請求の範囲にそれぞれの特徴の組合せを含
み、この特徴またはこの組合せがそれ自体請求の範囲または実施例に示されていない場合
にも付与される。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】運転状態の本発明の第１実施例によるオプトエレクトロニクス素子の横断面図で
ある。
【図２】スイッチを切った状態の本発明の第１実施例によるオプトエレクトロニクス素子
の横断面図である。
【図３】スイッチを切った状態の本発明の第２実施例によるオプトエレクトロニクス素子
の横断面図である。
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